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▪ 投票日等

■ 投票日／令和５年１月 22 日（日）
■ 時　間／午前７時～午後７時

■ 投票所／ 14 投票所（投票所入場券に記載）
※第９投票所（大野）は、午前７時～午後５時

■ 投票するとき
　投票所に「投票所入場券」を持参してください。
※入場券がない場合も投票はできます。
　当日、投票所の係員に申し出てください。

▪ 期日前投票
　投票日に仕事、レジャー、出産、疾病、障害
などで投票所に行けない人は、下記の期間で投
票ができます。

■ 期間
　令和５年１月 16 日（月）～ 1 月 21 日（土）

■ 時間／午前８時 30 分～午後８時

■ 投票所／市役所西側別館駐車場仮設投票所

▪ 投票できる人
①年齢 18 歳以上の日本国民で令和４年 10 月 14
　日以前に垂水市に住民登録の届出をし、引き
　続き３か月以上市内に居住している人

②平成 17 年１月 23 日までに出生した人で、選
　挙人名簿に登録されている人

▪ 被登録資格の基準日（選挙人名簿確定日）
　令和５年１月 14 日（土）

▪ 名簿の縦覧および異議申出期間
　令和５年１月 15 日（日）

※選挙人は登録に関し不服があるときは同期間
　内に異議を申し出ることができます。

▪ 選挙告示日（立候補受付）

■ 告示／令和５年１月 15 日（日）

■ 時間／午前８時 30 分～午後５時

■ 場所／市役所３階第１会議室

１月 22 日（日）は、

垂水市長選挙 正しい選挙はきれいな選挙からです。
きれいな選挙を行うことによって、立派な市
政が築かれます。
有権者のみなさん、必ず投票しましょう。

▪ 垂水市長選挙立候補予定者説明会
■ 開催／令和４年 12 月 16 日（金）

■ 時間／午後１時 30 分

■ 場所／市役所３階全員協議会室

● 他市町村からの不在者投票
　長期出張や旅行など、垂水市を離れ、投票のた
めに帰ってくることができない人は不在者投票が
できます。
※垂水市選挙管理委員会に郵便で投票用紙を依頼
　し、その投票用紙を滞在中の市町村の選挙管理
　委員会に持参して投票します。

● 指定病院等からの不在者投票
　指定病院・老人ホームなどに入院・入所中の人
は、その施設で投票できます。
【市内指定病院等】
　①垂水中央病院、②養護老人ホーム 垂水華厳園
　③特別養護老人 ホーム恵光園
　④老人保健施設 コスモス苑
　⑤介護老人保健施設 絆
　⑥特別養護老人ホーム恵光園 ユニット

● 郵便による不在者投票
　身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けて
いる人、介護保険被保険者証が要介護５の人で、
一定の要件を満たす方は自宅で投票ができます。
※自宅での投票を希望する場合、郵便投票証明書
　を選挙管理員会で取得し、郵便投票の請求をす
　ることになります。請求は、選挙期日の４日前
　までですので早めにお済ませください。

● 特例郵便等投票
　選挙期日の告示日の翌日から選挙当日までの期
間に新型コロナウイルス感染症による外出自粛要
請等を受けている等一定の要件に該当する方は、
特例郵便等投票ができます。選挙期日４日前まで
に特例郵便等投票の請求が必要ですので、お早め
にお済ませください。
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象では
　ありません。投票のために外出することは「不
　要不急の外出」には当たらず、投票所等におい
　て投票できます。
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